
保 護 林 設 定 要 領 

第１ 趣 旨 

 近年、国民の価値観の多様化に伴い、森林に対する国民の要請についても自然とのふ

れあい、情操のかん養の場としての利用や、良質な自然環境としての保護を求めるもの

が増加するなど、その内容が高度化、多様化している。なかでも、優れた景観を呈し、

多様な動植物が生息する原生的な天然林を比較的多く有する国有林において、その保護

を求める声が高まっている。 

 このような情勢に対応して、国有林野事業の管理経営との調整を図りつつ、国有林野

内における貴重な自然環境としての天然林等の保護を適切に図ることにより、国有林野

事業に対する国民の多様な要請にこたえるため、保護林の区分体系を新たに見直し、今

後の保護林の設定に当たっての考え方、設定手続、取扱いの方針、留意事項等について

定めるものとする。 

第２ 保護林の区分 

 保護林は、その目的に応じて、森林生態系保護地域、森林生物遺伝資源保存林、林木

遺伝資源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林、特定地理等保護林及び郷土

の森に区分するものとする。 

第３ 森林生態系保護地域 

 １ 目 的 

 森林生態系保護地域は、原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からな

る自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学

術研究等に資することを目的とする。 

２ 設定の基準 

(1) 森林管理局長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、１の目的から特に

保護を必要とする区域を、森林生態系保護地域として指定することができるものと

する。 

ア  我が国の主要な森林帯を代表する原生的な天然林の区域であって、原則として

1,000 ヘクタール以上の規模を有するもの

イ  その地域でしか見られない特徴を持つ希少な原生的な天然林の区域であって、

原則として 500 ヘクタール以上の規模を有するもの

 なお、指定する区域には、原生的な天然林と一体的に保存すべき草地、湿地、高

山帯、岩石地等を含むことができるものとする。 

(2) (1)における原生的な天然林は、次の区域とするものとする。

ア 伐採が行われた記録のない区域 

イ 択伐が行われた記録がある区域であって、伐採が行われた記録のない近傍の区
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域と同様の森林の状況を呈している区域 

 

 ３ 地帯区分 

   森林生態系保護地域は、保存地区及び保全利用地区の２地区に区分するものとする。 

(1) 保存地区は、森林生態系の厳正な維持を図るものとする。 

(2) 保全利用地区は、保存地区の森林に外部の環境変化の影響が直接及ばないよう、

緩衝の役割を果すものとする。 

 

 ４ 設定手続 

(1) 森林管理局長は、森林生態系保護地域を設定しようとする場合には、あらかじめ

予定箇所についての資料の収集及び必要な調査を実施し、これに基づき次の事項を

内容とする森林生態系保護地域の設定案を作成するものとする。 

ア 森林生態系保護地域の位置及び区域 

イ 保存地区及び保全利用地区の位置及び区域 

ウ 森林生態系保護地域において保存を図るべき生物等に関する事項 

エ 森林生態系保護地域の管理に関する事項 

オ 森林生態系保護地域の利用に関する事項 

カ その他留意事項 

(2) 森林管理局長は、森林生態系保護地域の選定に当たっては、植生や植物群落等に

関する既往の資料等を十分参考にするものとする。 

(3) 森林管理局長は、設定案の作成に際し、次の事項に留意するものとする。 

ア  保存地区の設定 

(ｱ）最も原生的状況を呈する天然林の区域であること。 

(ｲ) 1 の目的から必要と考えられる植物群落の多様性、動物の分布及び繁殖状況

等の森林の生態的特性を確保するのに必要な広がりを持つこと。 

イ  保全利用地区の設定 

(ｱ) 保存地区の森林に外部からの影響が直接及ばないよう緩衝の役割を果すため

に必要と考えられる広がりを持つこと。 

(ｲ) 試験研究、森林の教育的利用及び森林レクリエーション等の場として活用さ

れることが期待されるものであること。 

(ｳ) 農林業等地域の産業との調整が図られていること。 

(4) 森林管理局長は、森林生態系保護地域を設定しようとする場合には、あらかじめ

次の各号に留意して設定のための委員会を設置し、森林生態系の維持の必要性、農

林業等を通じた地域振興との調整等総合的な見地から、設定案について意見を求め

るものとする。 

ア 委員会は、原則として森林管理局ごとに設けるものとする。 

イ ２以上の森林管理局の管轄区域にわたり森林生態系保護地域を設定しようとす

る場合には、関係する森林管理局（以下「関係局」という。）の委員会を合同で

開催とすること等により、関係局間で十分意思の疎通を図り、当該森林生態系保

護地域の区域及び取扱いの統一を図るものとする。 
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ウ 委員会は、森林生態学、植物学、動物学、環境保全等の各分野の学識経験者、

林業等についての有識者及び関係地方公共団体の長により構成するものとする。 

(5) 森林管理局長は、設定案について委員会の意見を聴き、必要に応じて関係局間の

調整を図った上で、設定案の内容に即して国有林野施業実施計画の策定又は変更を

行い、森林生態系保護地域の設定を行うものとする。 

(6) 森林管理局長は、森林生態系保護地域の設定に当たり、別紙様式１の保護林台帳

を作成、整備するものとする。 

 

 ５ 取扱いの方針 

(1) 保存地区の森林については、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねるもの

とする。 

(2) 保全利用地区の森林については、原則として保存地区と同質の天然林とし、木材

生産を目的とする森林施業は行わないものとする。ただし、原生的な天然林の保存

を図るために一体的に保全・管理することが相応な人工林を含める場合は、複層林

施業等を行うことができるものとするが、将来的には天然林への移行を図るよう取

り扱うものとする。 

(3) 保全利用地区においては、自然的条件等に応じて、森林の教育的利用、大規模な

開発行為を伴わない森林レクリエーションの場としての活用が行えるものとし、こ

のため必要な道路、建物等の施設は、保全利用地区の設定趣旨に反しない範囲で設

置することができるものとする。 

  また、枯損木及び被害木の伐倒、搬出を行うことができるものとする。 

(4) 森林管理局長は、既に設定した森林生態系保護地域の状況を的確に把握し、今後

の適切な保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実施計

画策定作業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」（平

成 19 年 7 月林野庁作成）によるものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機

関と連携を図り、既存の各種調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(5) モニタリング調査の結果は、それぞれの森林生態系保護地域の機能の維持確保の

観点から、植生保護・回復や外来種対策など必要な対策を講じるなど森林生態系保

護地域の保全・管理に適切に反映させるものとする。 

(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、森林生態系保護地域については、次に掲げ

る行為については必要に応じて行うことができるものとする。 

  なお、研究者等がアに掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ森林管理署

長等に許可を得るものとし、森林管理署長等は、研究者等から申請があった場合は、

その内容を審査し、特段の問題がない場合には、これを許可するものとする。 

ア 生物遺伝資源の利用に係る行為等、学術研究その他公益上の事由により必要と

認められる行為 

イ 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

(ｱ) 山火事の消火等 

(ｲ) 大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

- 3 -



ウ 標識類の設置等 

エ その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

 

 ６ 区域の変更等 

(1) 森林管理局長は、既に設定した森林生態系保護地域について、公益上その他やむ

を得ない事由により森林生態系保護地域として存置することが困難と判断される場

合、または、周辺の森林について保護林として保全・管理することが必要と認めら

れる場合には、当該森林生態系保護地域の区域の変更又は解除を行うことができる

ものとする。 

(2) 森林生態系保護地域の区域の変更又は解除を行うに当たっては、４の手続きによ

るものとする。ただし、災害復旧等緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

 ７ その他 

(1) 森林管理局長は、保全利用地区に外接する森林においては、森林生態系保護地域

の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないものとし、

複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又は天然生林施業を行うものとする。 

(2) 森林生態系保護地域の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区

域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。 

(3) 保全利用地区は、原則として地勢線を介し保存地区の周囲をすべて取り囲むよう

設定するものとする。ただし、森林の状況、立地条件等からみて、保全利用地区が

保存地区の周囲をすべて取り囲まなくても保存地区に外部の影響が及ばないと認め

られる場合には、この限りでない。 

 

第４ 森林生物遺伝資源保存林 

 

 １ 目 的 

  森林生物遺伝資源保存林は、森林と一体となって森林生態系を構成する生物の遺伝

資源を対象として、森林生態系内に広範に保存することを目的とする。 

 

 ２ 設定の基準 

  森林管理局長は、第３の規定により設定される保護林の区域以外の地域であって、

次に掲げる基準を満たすもののうち、１の目的から特に保存を必要とする区域を、森

林生物遺伝資源保存林に指定することができるものとする。なお、指定する区域には、

自然状態が十分保存された天然林と一体的に保存すべき草地、湿地、高山帯、岩石地

等を含むことができるものとする。 

(1) 保存を図る生物遺伝資源 

  森林生物遺伝資源保存林において保存を図る生物遺伝資源は、我が国の森林生態

系の類型を代表する森林等と一体となって森林生態系を構成する生物の遺伝資源

で、将来の利用可能性を有するものとする。 

(2) 森林生物遺伝資源保存林を設定する森林 
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  森林生物遺伝資源保存林を設定する森林は、森林と一体となって森林生態系を構

成する生物の遺伝資源で将来の利用可能性を有するものについて、安定的かつ恒久

的な保存を図るため、当該立地条件等に即して必要な規模の個体数及び面積等を確

保することとし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

ア  我が国の森林生態系の類型を代表し、自然状態が十分保存された天然林を主体

とする森林であって、原則として 1,000 ヘクタール以上の規模を有するもの。 

イ その地域でしか見られない特徴を持つなど地域の森林生態系の類型を代表し、自

然状態が十分保存された天然林を主体とする森林であって、原則として 500 ヘク

タール以上の規模を有するもの。 

 

 ３ 設定手続 

(1) 林野庁長官は、2(2)アの森林生物遺伝資源保存林の設定に関して、特に重点的に

遺伝資源の保存を図る必要のある生物、全国における森林生物遺伝資源保存林のお

おむねの配置及びその各々の森林内容等森林生物遺伝資源保存林設定に関する基

本計画を定め、森林管理局長に通知するものとする。 

(2) 林野庁長官は、森林生物遺伝資源保存林設定に関する基本計画を定めようとする

ときは、森林生態学、植物学、動物学、林木育種、環境保全等の各分野の学識経験

者、林業等についての有識者及び関係機関の職員等から、意見を聴くものとする。 

(3) 森林管理局長は、森林生物遺伝資源保存林設定に関する基本計画に基づいて 2(2)

アの森林生物遺伝資源保存林を設定するものとする。 

(4) 森林管理局長は、 (3)に関わらず、地域の森林生態系の状態を勘案し特に重点的

に遺伝資源の保存を図る必要がある場合には、2(2)イの森林生物遺伝資源保存林を

設定することができるものとする。 

(5) 森林管理局長は、2(2)ア及びイの森林生物遺伝資源保存林を設定しようとする場

合には、あらかじめ予定箇所についての資料の収集及び必要な調査を実施し、これ

に基づき次の事項を内容とする当該森林生物遺伝資源保存林の設定案を作成する

ものとする。 

ア 森林生物遺伝資源保存林の位置及び区域 

イ 特に重点的に遺伝資源の保存を図る必要がある生物 

ウ 森林生物遺伝資源保存林における森林施業等森林生物遺伝資源保存林の管理

及び利用に関する事項 

エ 森林生物遺伝資源保存林における森林施業等森林生物遺伝資源保存林の管理

及び利用に関して調査・研究すべき事項 

(6) 森林管理局長は、森林生物遺伝資源保存林の選定に当たっては、植生や植物群落

等に関する既往の資料等を十分参考にするものとする。 

(7) 森林管理局長は、森林生物遺伝資源保存林を設定しようとする場合には、あらか

じめ次の各号に留意して設定のための委員会を設置し、設定案について意見を求め

るものとする。 

ア 委員会は、原則として森林管理局ごとに設けるものとする。 

イ ２以上の森林管理局の管轄区域にわたり森林生物遺伝資源保存林を設定しよう
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とする場合には、関係局の委員会を合同で開催すること等により、関係局間で十

分意思の疎通を図り、当該森林生物遺伝資源保存林の区域及び取扱いの統一を図

るものとする。 

ウ 委員会は、森林生態学、植物学、動物学、林木育種、環境保全等の各分野の学

識経験者、林業等についての有識者及び関係機関の職員等により構成するものと

する。 

(8) 森林管理局長は、設定案について委員会の意見を聴き、必要に応じて関係局間の

調整を図った上で、設定案の内容に即して国有林野施業実施計画の策定又は変更を

もって、森林生物遺伝資源保存林の設定を行うものとする。 

(9) 森林管理局長は、森林生物遺伝資源保存林の設定に当たり、別紙様式１の保護林

台帳を作成、整備するものとする。 

 

 ４ 取扱いの方針 

(1) 森林生物遺伝資源保存林については、原則として人手を加えずに自然の推移に委

ねるものとする。ただし、保存を図る生物遺伝資源の安定的かつ恒久的な保存を図

るために必要な場合は、(2)に定めるところにより、必要な森林施業を行うことがで

きる。 

(2) 森林生物遺伝資源保存林における森林施業は、それぞれの森林生物遺伝資源保存

林を構成する生物の遺伝資源の遺伝的多様性を損なわないことを基本として、３(5)

ウにおいて定めた事項に留意の上、森林管理局長が施業方法を定めて行うものとす

る。 

(3)森林生物遺伝資源保存林における遺伝、育種に係る調査・研究のほか、森林生態学

等広範な分野の学術的な調査・研究に必要な場合は、林木のジーンバンク事業等を

通じて、生物遺伝資源及びこれらに関する情報を、広く一般の利用に供することと

して、森林生物遺伝資源保存林の機能を損なわない範囲内で森林生物遺伝資源保存

林を開放するものとする。 

   なお、利用に当たっての手続き等は、次によるものとする。 

ア 研究者等が調査、試料の採取を行おうとする場合、あらかじめ森林管理署長等

（森林管理局長（森林管理局が直轄で管理する区域に係るものに限る。）、森林

管理署長及び森林管理署支署長をいう。）に許可を得るものとする。 

イ 森林管理署長等は、研究者等から利用の申請があった場合には、その内容を審

査し、特段の問題がない場合にはこれを許可するものとする。 

  審査に当たって、必要に応じ独立行政法人森林総合研究所の意見を求めるもの

とする。 

ウ 次に該当する場合は、許可しないものとする。 

(ｱ) 堅固な施設の設置等現状回復が困難な行為が予想される場合。 

(ｲ) その他、調査・研究の計画からみて、森林生物遺伝資源の保存に支障を及ぼ

す恐れが見込まれる場合。 

(4) 森林管理局長は、既に設定した森林生物遺伝資源保存林の状況を的確に把握し、

今後の適切な保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実
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施計画策定作業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」によ

るものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機関と連携を図り、既存の各種

調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(5) モニタリング調査の結果は、それぞれの森林生物遺伝資源保存林の機能の維持確

保の観点から、植生保護・回復や外来種対策など必要な対策を講じるなど森林生物

遺伝資源保存林の保全・管理に適切に反映させるものとする。 

(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、森林生物遺伝資源保存林については、次に

掲げる行為については、必要に応じて行うことができるものとする。 

ア 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

(ｱ) 山火事の消火等 

(ｲ) 大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

イ 標識類の設置等 

ウ 自然観察教育のための軽微な施設の設置 

エ その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

 

 ５ 区域の変更等 

(1) 森林管理局長は、既に設定した森林生物遺伝資源保存林について、公益上その他

やむを得ない事由により森林生物遺伝資源保存林として存置することが困難と判断

される場合、または、周辺の森林について森林生物遺伝資源保存林として保全・管

理することが必要と認められる場合には、当該森林生物遺伝資源保存林の区域の変

更又は解除を行うことができるものとする。 

(2) 森林生物遺伝資源保存林の区域の変更又は解除を行うに当たっては、３の手続き

によるものとする。ただし、災害復旧等緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

 ６ その他 

(1) 森林管理局長は、森林生物遺伝資源保存林に外接する森林においては、森林生物

遺伝資源保存林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行

わないものとし、複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又は天然生林施業

を行うものとする。 

(2) 森林生物遺伝資源保存林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応

じ区域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。 

 

第５ 林木遺伝資源保存林 

 １ 目 的 

  林木遺伝資源保存林は、主として林木の遺伝資源を対象として、森林生態系内に広

範に保存することを目的とする。 

 

 ２ 設定の基準 

  森林管理局長は、第３及び第４の規定により設定される保護林の区域以外の地域で
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あって、次に掲げる基準を満たすもののうち、特に保存を必要とする区域を林木遺伝

資源保存林に指定することができる。 

 

(1) 保存を図る生物遺伝資源 

  林木遺伝資源保存林において保存を図る生物遺伝資源は、次に掲げる主要林業樹

種及び稀少樹種等（以下「保存対象樹種」という。）に係る林木遺伝資源とする。 

  なお、１つの林木遺伝資源保存林において２つ以上の樹種を保存対象とすること

ができる。 

  また、これらの林木遺伝資源の保存に支障がない限り、当該林木遺伝資源保存林

内に存する将来の利用可能性を持つ他の生物遺伝資源の保存にも努めることとす

る。 

ア 針葉樹 

 イチイ、キャラボク、カヤ、モミ、ウラジロモミ、アオモリトドマツ、シラベ、

トドマツ、トガサワラ、ツガ、コメツガ、エゾマツ、アカエゾマツ、トウヒ、ヤ

ツガタケトウヒ、ハリモミ、カラマツ、アカマツ、クロマツ、ヒメコマツ、チョ

ウセンゴヨウ、アマミゴヨウ、キタゴヨウ、ハッコウダゴヨウ、リュウキュウマ

ツ、コウヤマキ、スギ、ヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ、ヒノキアスナロ、

その他地域に固有な希少樹種等。 

イ 広葉樹 

  ドロノキ、ヤマナラシ、オニグルミ、サワグルミ、イヌシデ、アカシデ、ウダイ

カンバ、シラカンバ、ダケカンバ、ミズメ、ハンノキ、ブナ、イヌブナ、ミズナ

ラ、モンゴリナラ、コナラ、カシワ、クヌギ、アカガシ、シラカシ、アラカシ、

ウバメガシ、クリ、ツブラジイ、ハルニレ、オヒョウ、ケヤキ、カツラ、ホオノ

キ、クスノキ、タブノキ、イスノキ、キハダ、イタヤカエデ、トチノキ、シナノ

キ、ハリギリ、シオジ、ヤチダモ、その他地域に固有な希少樹種等。 

(2) 林木遺伝資源保存林を設定する森林 

  林木遺伝資源保存林を設定する森林は、原則として天然林とするが、特に必要が

ある場合は人工林であることを妨げないものとする。 

(3) 林木遺伝資源保存林の規模 

  保存対象樹種の安定的かつ恒久的な保存を図るため、林木遺伝資源保存林の１箇

所当たりの保存対象樹種ごとの個体数及び生立状態については、原則として繁殖力

の旺盛な個体を集団的に 100 本程度以上含むものとし、ただし、次に掲げるものに

ついてはこの限りではないが、基準に最も近い個体数及び生立状態のものを確保す

るものとする。 

ア 樹種特性上群生しにくい樹種 

イ 樹種特性上は群生する樹種であっても、分布限界地等に位置するため基準に達

する林分がないもの 

 

 ３ 設定手続 

(1) 林木遺伝資源保存林は、保存対象樹種の遺伝的多様性を確保するため、当該樹種
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の天然分布地から幅広く設定箇所を選定するものとする。 

ア 設定箇所は、原則として、保存対象樹種の全国における主要な天然分布地を対

象として気候帯（全国を気温、降水、日照率等により別図のとおり区分する。）

ごとに選定する。この場合、選定する林分は当該気候帯における当該樹種の代表

的林相を呈するものとする。 

イ また、全国における天然分布の北限及び南限並びに隔離分布地も選定の対象と

する。この場合、北限及び南限については分布限界地又はその近傍から、隔離分

布地についてはその中心地又はその近傍からそれぞれ選定するものとする。 

(2) 各森林管理局における１樹種１気候帯当たりの設定箇所数は、原則として１箇所

とするが、天然分布域の狭い保存対象樹種についてはこの限りでない。 

(3) 森林管理局長は、林木遺伝資源保存林の選定に当たっては、保存対象樹種及び設

定箇所の選定並びに設定する面積の規模について、独立行政法人森林総合研究所等

の関係機関等の意見を聴くほか、森林管理局別気候帯別重点樹種（別表）等既往の

資料を十分参考とするものとする。 

(4) 森林管理局長は、林木遺伝資源保存林の設定に先立ち、林木遺伝資源保存林調査

要領（別添）により現地調査等を行うものとする。 

(5) 森林管理局長は、国有林野施業実施計画の策定又は変更をもって、林木遺伝資源

保存林の設定を行うものとする。 

(6) 森林管理局長は、林木遺伝資源保存林の設定に当たり、別紙様式２の林木遺伝資

源保存林台帳を作成、整備するものとする。 

 

 ４ 取扱いの方針 

(1) 林木遺伝資源保存林については、保存対象樹種の安定的かつ恒久的な存続を図る

とともに、その遺伝的多様性を損なわない保全・管理を行うこととする。 

  このために必要な森林施業については、次の事項に留意の上、森林管理局長が施

業方法を定めて行うものとする。 

ア 更新は、原則として天然更新によることとし、保存対象樹種の特性を勘案して、

必要に応じて地表処理刈出し等の更新補助作業や保育作業を行う。 

  なお、保存対象樹種の更新を図るために林木遺伝資源保存林内に人工下種又は

植え込みを行う場合は、当該林木遺伝資源保存林から採取した種穂又はこれから

養成した苗木を用いる。 

イ 伐採は、保存対象樹種の特性及び更新の現況を勘案し、保存対象樹種の安定的

かつ恒久的な存続を図ることを目的として行う。その場合の伐採方法は、原則と

して枯損木及び被害木の除去を中心とした弱度の択伐とする。また、特定の樹種

・形質に偏った伐採は行わない。 

(2)林木遺伝資源保存林における遺伝、育種に係る調査・研究のほか、森林生態学等広

範な分野の学術的な調査・研究に必要な場合は、林木のジーンバンク事業等を通じ

て、遺伝資源及びこれに関する情報を、広く一般の利用に供することとして、林木

遺伝資源保存林の機能を損なわない範囲内で林木遺伝資源保存林を開放するものと

する。 

- 9 -



  なお、利用に当たっての手続き等は、次によるものとする。 

ア 研究者等が調査、試料の採取を行おうとする場合、あらかじめ森林管理署長等

に許可を得るものとする。 

イ 森林管理署長等は、研究者等から利用の申請があった場合には、その内容を審

査し、特段の問題がない場合にはこれを許可するものとする。 

  審査に当たって、必要に応じ独立行政法人森林総合研究所の意見を求めるもの

とする。 

ウ 次に該当する場合は、許可しないものとする。 

(ｱ) 堅固な施設の設置等現状回復が困難な行為が予想されている場合。 

(ｲ) その他、調査・研究の計画からみて、林木遺伝資源の保存に支障を及ぼす恐

れが見込まれる場合。 

 (3) 森林管理局長は、既に設定した林木遺伝資源保存林の状況を的確に把握し、今後

の適切な保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実施計

画策定作業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」によ

るものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機関と連携を図り、既存の各種

調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(4) モニタリング調査の結果は、それぞれの林木遺伝資源保存林の機能の維持確保の

観点から、植生保護・回復や外来種対策など必要な対策を講じるなど林木遺伝資源

保存林の保全・管理に適切に反映させるものとする。 

(5) (1)から(4)までの規定にかかわらず、林木遺伝資源保存林については、次に掲げ

る行為は行うことができるものとする。 

ア 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

(ｱ) 山火事の消火等 

(ｲ) 大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

イ 標識類の設置等 

ウ 自然観察教育のための軽微な施設の設置 

エ その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

 

 ５ 区域の変更等 

(1) 森林管理局長は、既に設定した林木遺伝資源保存林について、公益上その他やむ

を得ない事由により林木遺伝資源保存林として存置することが困難と判断される場

合、または、周辺の森林について林木遺伝資源保存林として保全・管理することが

必要と認められる場合には、当該地域の区域の変更又は解除を行うことができるも

のとする。 

(2) 林木遺伝資源保存林の区域の変更又は解除を行うに当たっては、３の手続きによ

るものとする。ただし、災害復旧等緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

 ６ その他 

(1) 森林管理局長は、林木遺伝資源保存林に外接する森林においては、林木遺伝資源
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保存林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないも

のとし、複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又は天然生林施業を行うも

のとする。 

(2) 林木遺伝資源保存林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区

域を明確にするため、境界の表示を行うものとする。 

 

第６ 植物群落保護林 

 １ 目 的 

  植物群落保護林は、我が国又は地域の自然を代表するものとして保護を必要とする

植物群落及び歴史的、学術的価値等を有する個体の維持を図り、併せて森林施業・管

理技術の発展、学術研究等に資することを目的とする。 

 

 ２ 設定の基準 

  森林管理局長は、第３から第５までの規定により設定される保護林の区域以外の地

域であって、次に掲げる基準を満たすもののうち、特に保護を必要とする区域を植物

群落保護林に指定することができるものとする。 

(1) 希少化している植物群落が存する地域 

(2) 全国的には比較的一般的な植物群落であるが、分布限界等に位置する植物群落が

存する地域 

(3) 湿地、高山帯等、特殊な立地条件の下に成立している植物群落が存する地域 

(4) 歴史的、学術的に価値の高いものとして伝承されてきた巨木等が存する地域 

(5) その他保護が必要と認められる植物群落及び個体が存する地域 

 

  ３ 設定手続 

(1) 森林管理局長は、植物群落保護林を設定しようとする場合には、当該箇所の植物

群落に係る資料の収集及び必要な調査を行うとともに、必要に応じ独立行政法人森

林総合研究所等の関係機関等の意見を聴いて、次の事項を定め植物群落保護林の選

定を行うものとする。 

ア 植物群落保護林の位置及び区域 

イ 植物群落保護林の保護及び管理に関する事項 

(2) 森林管理局長は、国有林野施業実施計画の策定又は変更をもって、植物群落保護

林の設定を行うものとする。 

(3) 森林管理局長は、植物群落保護林の設定に当たり、別紙様式１の保護林台帳を作

成、整備するものとする。 

 

 ４ 取扱いの方針 

(1) 植物群落保護林については、植物群落等の状況に応じ次により取り扱うものとす

る。 

ア 極盛相にある植物群落等を対象とするものについては、原則として人手を加え

ずに自然の推移に委ねた保護及び管理を行う。 
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イ 遷移の途中相にある植物群落等を対象とするものについては、その現状の維持

に必要な森林施業を行うことができるものとする。 

 (2) 森林管理局長は、既に設定した植物群落保護林の状況を的確に把握し、今後の適

切な保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実施計画策

定作業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」によ

るものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機関と連携を図り、既存の各種

調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(3) モニタリング調査の結果は、それぞれの植物群落保護林の機能の維持確保の観点

から、植生保護・回復や外来種対策など必要な対策を講じるなど植物群落保護林の

保全・管理に適切に反映させるものとする。 

(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、植物群落保護林については、次に掲げる行

為は行うことができるものとする。 

  なお、研究者等がアに掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ森林管理署

長等に許可を得るものとし、森林管理署長等は、研究者等から申請があった場合に

は、その内容を審査し、特段の問題がない場合には、これを許可するものとする。 

ア 学術研究その他公益上の事由により必要と認められる行為 

イ 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

(ｱ) 山火事の消火等 

(ｲ) 大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

ウ 標識類の設置等 

エ 自然観察教育のための軽微な施設の設置 

オ その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

 

 ５ 区域の変更等 

(1) 森林管理局長は、既に設定した植物群落保護林について、公益上その他やむを得

ない事由により植物群落保護林として存置することが困難と判断される場合、また

は、周辺の森林について植物群落保護林として保全・管理することが必要と認めら

れる場合には、当該植物群落保護林の区域の変更又は解除を行うことができるもの

とする。 

(2) 植物群落保護林の区域の変更又は解除を行うに当たっては、３の手続によるもの

とする。ただし、災害復旧等緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

 ６ その他 

(1) 森林管理局長は、植物群落保護林に外接する森林においては、植物群落保護林の

急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないものとし、

複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又は天然生林施業を行うものとする。 

(2) 植物群落保護林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区域を

明確にするため、境界の表示を行うものとする。 
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第７ 特定動物生息地保護林 

 １ 目 的 

  特定動物生息地保護林は、特定の動物の繁殖地、生息地等の保護を図り、併せて学

術研究等に資することを目的とする。 

 

 ２ 設定の基準 

  森林管理局長は、第３から第６までの規定により設定される保護林の区域以外の地

域であって、次に掲げる基準を満たすもののうち、特定の動物の繁殖又は生息のため

に、特にその保護を必要とする区域を特定動物生息地保護林に指定することができる

ものとする。 

(1) 希少化している動物の繁殖地又は生息地 

(2) 他に見られない集団的な動物の繁殖地又は生息地 

(3) その他保護が必要と認められる動物の繁殖地又は生息地 

 

 ３ 設定手続 

(1) 森林管理局長は、特定動物生息地保護林を設定しようとする場合には、当該箇所

に生息する動物に係る資料の収集及び必要な調査を行うとともに、必要に応じ独立

行政法人森林総合研究所等の関係機関等の意見を聴いて、次の事項を定め特定動物

生息地保護林の選定を行うものとする。 

ア 特定動物生息地保護林の位置及び区域 

イ 特定動物生息地保護林の保護及び管理に関する事項 

(2) 森林管理局長は、国有林野施業実施計画の策定又は変更をもって、特定動物生息

地保護林の設定を行うものとする。 

(3) 森林管理局長は、特定動物生息地保護林の設定に当たり、別紙様式１の保護林台

帳を作成、整備するものとする。 

 

 ４ 取扱いの方針 

(1) 特定動物生息地保護林については、繁殖又は生息する動物の生態特性を踏まえた

保護及び管理を行うこととし、このために必要な森林施業又は行為は行うことがで

きるものとする。 

(2) 森林管理局長は、既に設定した特定動物生息地保護林の状況を的確に把握し、今

後の適切な保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実施

計画策定作業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」によ

るものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機関と連携を図り、既存の各種

調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(3) モニタリング調査の結果は、それぞれの特定動物生息地保護林の機能の維持確保

の観点から、植生保護・回復や外来種対策など必要な対策を講じるなど特定動物生

息保護林の保全・管理に適切に反映させるものとする。 

(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、特定動物生息地保護林については、次に掲
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げる行為は行うことができるものとする。 

  なお、研究者等がアに掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ森林管理署

長等に許可を得るものとし、森林管理署長等は、研究者等から申請があった場合に

は、その内容を審査し、特段の問題がない場合には、これを許可するものとする。 

ア 学術研究その他公益上の事由により必要と認められる行為 

イ 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

(ｱ) 山火事の消火等 

(ｲ) 大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

ウ 標識類の設置等 

エ 自然観察教育のための軽微な施設の設置 

オ その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

 

 ５ 区域の変更等 

(1) 森林管理局長は、既に設定した特定動物生息地保護林について公益上その他やむ

を得ない事由により特定動物生息地保護林として存置することが困難と判断される

場合、または、周辺の森林について特定動物生息地保護林として保全・管理するこ

とが必要と認められる場合には、当該特定動物生息地保護林の区域の変更又は解除

を行うことができるものとする。 

(2) 特定動物生息地保護林の区域の変更又は解除を行うに当たっては、３の手続によ

るものとする。ただし、災害復旧等緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

 ６ その他 

(1) 森林管理局長は、特定動物生息地保護林に外接する森林においては、特定動物生

息地保護林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わな

いものとし、複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又は天然生林施業を行

うものとする。 

(2) 特定動物生息地保護林の区画は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ

区域を明確にするため、境界の表示を行うものとする。 

 

 

第８ 特定地理等保護林 

 １ 目 的 

  特定地理等保護林は、我が国における特異な地形、地質等の保護を図り、併せて学

術研究等に資することを目的とする。 

 

 ２ 設定の基準 

  森林管理局長は、第３から第７までの規定により設定される保護林の区域以外の地

域であって、特異な地形、地質等を有するもののうち、特にその保護を必要とする区

域を特定地理等保護林に指定することができるものとする。 
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 ３ 設定手続 

(1) 森林管理局長は、当該箇所における地形、地質等に係る資料の収集及び調査を行

うとともに、必要に応じ独立行政法人森林総合研究所等の関係機関等の意見を聴い

て、次の事項を定め当該特定地理等保護林の設定を行うものとする。 

ア 特定地理等保護林の位置及び区域 

イ 特定地理等保護林の管理に関する事項 

(2) 森林管理局長は、国有林野施業実施計画の策定又は変更をもって、特定地理等保

護林の設定を行うものとする。 

(3) 森林管理局長は、特定地理等保護林の設定に当たり、別紙様式１の保護林台帳を

作成、整備するものとする。 

 

 ４ 取扱いの方針 

(1) 特定地理等保護林については、地形、地質等の特性を踏まえ、原則として森林施

業は行わないものとする。 

(2) 森林管理局長は、既に設定した特定地理等保護林の状況を的確に把握し、今後の

適切な保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実施計画

策定作業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」によ

るものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機関と連携を図り、既存の各種

調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(3) モニタリング調査の結果は、それぞれの特定地理等保護林の機能の維持確保の観

点から、特定地理等保護林の保全・管理に適切に反映させるものとする。 

(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、特定地理等保護林については、次に掲げる

行為は行うことができるものとする。 

  なお、研究者等がアに掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ森林管理署

長等に許可を得るものとし、森林管理署長等は、研究者等から申請があった場合に

は、その内容を審査し、特段の問題がない場合には、これを許可するものとする。 

ア 学術研究その他公益上の事由により必要と認められる行為 

イ 非常災害のため応急措置として行う次の行為 

(ｱ) 山火事の消火等 

(ｲ) 大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

ウ 標識類の設置等 

エ 自然観察教育のための軽微な施設の設置 

オ その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

 

 ５ 区域の変更等 

(1) 森林管理局長は、既に設定した特定地理等保護林について公益上その他やむを得

ない事由により特定地理等保護林として存置することが困難と判断される場合、ま

たは、周辺の森林について特定地理等保護林として保全・管理することが必要と認

められる場合には、当該特定地理等保護林の区域の変更又は解除を行うことができ
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るものとする。 

(2) 特定地理等保護林の区域の変更又は解除を行うに当たっては、３の手続によるも

のとする。ただし、災害復旧等緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

 ６ その他 

(1) 森林管理局長は、特定地理等保護林に外接する森林においては、特定地理等保護

林の急激な環境の変化を避けるため、原則として皆伐による施業は行わないものと

し、複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又は天然生林施業を行うものと

する。 

(2) 特定地理等保護林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区域

を明確にするため、境界の表示を行うものとする。 

 

第９ 郷土の森 

 １ 目 的 

  郷土の森は、地域における象徴としての意義を有する等により、森林の現状の維持

について地元市町村の強い要請がある森林を保護し、併せて地域の振興に資すること

を目的とする。 

 

 ２ 設定の基準 

  森林管理局長は、第３から第８までの規定により設定される保護林の区域以外の地

域であって、次の条件を満たすと認められる場合に郷土の森を設定することができる

ものとする。 

(1) 木材産業、農林業等地域の産業との調整が図られていること。 

(2) ３の(2)の郷土の森保存協定が締結され、国有林野の管理経営上支障がないこと。 

 

 ３ 設定手続 

(1) 郷土の森の設定に当たっては、市町村長が、当該国有林を管轄する森林管理署長

を経由して郷土の森として設定を要請する森林の位置及び面積並びに要請の理由を

明記の上、森林管理局長に申請を行うものとする。 

(2) 申請を受けた森林管理局長は、別紙様式３により、申請を行った市町村長と郷土

の森保存協定を結ぶものとする。 

(3) 森林管理局長は、国有林野施業実施計画の策定又は変更をもって、郷土の森の設

定を行うものとする。 

(4) 森林管理局長は、郷土の森の設定に当たり、別紙様式１の保護林台帳を作成、整

備するものとする。 

 

 ４ 協定の期間 

  協定の期間は、原則として 30 年を上限とするが、協定は更新することができるもの

とする。 
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 ５ 取扱いの方針 

(1) 郷土の森は、自然の推移に委ねる管理又は現状の維持に必要な森林施業を行うこ

とを基本とし、森林管理局長と地元市町村長とが協議して定めた計画に基づき実施

するものとする。 

(2) 計画においては次の事項を定めるものとする。 

ア 郷土の森の位置及び面積 

イ 郷土の森の保護及び管理に関する事項 

ウ 郷土の森の利用に関する事項 

エ その他留意すべき事項 

(3) (2)の計画に基づく施設については、市町村長が国有林野の貸付又は使用許可を受

けて設置し管理するものとする。 

 (4) 森林管理局長は、既に設定した郷土の森の状況を的確に把握し、今後の適切な

保全・管理に反映するため、原則として５年に一度、国有林野施業実施計画策定作

業の前年度までにモニタリング調査を実施するものとする。 

  なお、モニタリング調査の実施は、「保護林モニタリング調査マニュアル」によ

るものとし、独立行政法人森林総合研究所等の関係機関と連携を図り、既存の各種

調査データの活用等効率的な実施に努めるものとする。 

(5) モニタリング調査の結果は、それぞれの郷土の森の機能の維持確保の観点から、

植生保護・回復や外来種対策など必要な対策を講じるなど郷土の森の保全・管理に

適切に反映させるものとする。 

 

 ６ 区域の変更等 

  森林管理局長は、既に設定した郷土の森について公益上やむを得ない事由による場

合、または、周辺の森林について郷土の森として保全・管理することが必要と認めら

れる場合には、当該郷土の森に係る協定を締結した市町村長と協議した上で、当該郷

土の森の区域の変更又は解除を行うことができるものとする。 

 

 ７ その他 

(1) 郷土の森に外接する森林においては、その設定目的に配慮して、原則として皆伐

による施業は行わないものとし、複層林施業、択伐を中心とした育成天然林施業又

は天然生林施業を行うものとする。 

(2) 郷土の森の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区域を明確に

するため、境界の表示を行うものとする。 

 

第 10 留意事項 

１ 森林管理局長は、それぞれの保護林の取扱いに当たって、特に必要がある場合は、

関係する学術的見識を有する者や関係機関の職員等により構成する保全管理のための

委員会を設置し意見を求めることができるものとする。 

 

２ 自然環境保全地域、天然記念物等法令に基づき区域指定が行われている区域につい
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ても、各保護林の要件を満たす場合には、積極的に保護林の設定を行い、国有林野事

業としての位置付けを明確にした上で適正な保護及び管理を行うものとする。 

 

３ 森林管理局長は、それぞれの保護林について、名称を付すものとする。 

 

４ 森林管理局長は、保護林の設定自的、取扱い方針等を森林管理署長に周知徹底させ

るとともに、常に保護林の現状を把握し、その適切な保護管理が行われるよう、森林

管理署長を指導するものとする。 

 

５ 森林管理局長は、それぞれの保護林におけるモニタリング、山火事警防等の巡視活

動、普及啓発活動等については、民間のボランティア活動により実施することができ

るものとする。 

 

別図 気候帯区分図   

別表 森林管理局別気候帯別重点樹種  

別添 林木遺伝資源保存林調査要領   
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別紙様式１ 保護林台帳 

 

 （表） 

 

設定年月日

 

 

 

 

整理番号 

 

 

 

 

 

 

変更年月日

 

 

 

名 称 

 

 

 

 面 積 

 

ha 

 

位 置 

 

 

      都道   市   町 

   府県   郡      村   国有林   林小班 

 

目 的 

 

 

 

概 況 

 

 

 

取扱い 

   方針 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

  ※添付資料：位置図 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  （裏） 

 

記載要領 

 

 １ 保護林１箇所ごとに１葉とする。 

 ２ 整理番号は、次により区分し、それぞれの区分ごとに局の通し番号を記入する。 

    森林生態系保護地域 ……………………… 生態－○ 

        森林生物遺伝資源保存林 ………………… 生物－○ 

     植物群落保護林 …………………………… 植物－○ 

    特定動物生息地保護林 …………………… 動物－○ 

        特定地理等保護林 ………………………… 地理－○ 

        郷土の森 …………………………………… 郷土－○ 

３ 名称は、その保護の対象がわかりやすいものとする。 

４ 変更年月日は、面積等の異動が発生した時点を記入する。 
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５ 目的は、保護林の各区分ごとの目的に沿って、具体的に記入する。 

６ 概況は、地況、保護の対象となる植物名及びその現況並びに保安林、天然記念物等

法令の指定概況等を具体的に記入する。 

７ 取扱い方針は、これまでの施業の経過及び今後の保護及び管理の方針を記入する。 

８ 備考は、当該保護林に係る文献、標識その他の施設の設置状況、現地までの交通機

関等を記入する。 
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別紙様式２ 林木遺伝資源保存林台帳 

 

① 保存対象樹種 

② 保存林名 

③ 所在  森林管理局 

      森林管理署、支署、森林管理事務所  林小班 

          （ 都道府県 郡市 町村  、北緯 °′、東経 °′） 

④  面積 

⑤ 保存対象樹種の天然分布上の位置 

⑥ 気候帯 

⑦ 群落名 

⑧ 気象  年間降水量           ㎜ 

            最深積雪深           ㎝ 

      年平均気温           ℃ 

      暖かさの指数 

      寒さの指数 

⑨ 地況  標高                       m／（    m～    m） 

      斜面方位                     ／（        ～       ） 

      傾斜                        ゜／（   ゜～   ゜） 

      基岩 

      土壌型        型  ％、  型  ％、  型  ％ 

      有効深度               ㎝／（    ㎝～    ㎝） 

⑩ 林況  林種 

      林齢                   年／（    年～    年） 

      法的規制等 

      現況（１ha 当たり） 

            樹種 胸高直径(㎝)  樹 高(m)  本数(本)(％)  材積（m3)(％) 

               ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

               ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

               ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

              ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

         その他  ㎝/(㎝～ ㎝)  m/(m～ m)     (  )      (  ) 

       計 
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⑪ 保存対象樹種の更新状況 

   樹種          樹種         樹種 

        芽生え   本／ha   芽生え   本／ha  芽生え   本／ha 

        稚幼樹   本／ha   稚幼樹   本／ha  稚幼樹   本／ha 

  （       本／ha         本／ha        本／ha）  

⑫ 保存対象樹種の遷移状態 

   樹種          樹種         樹種 

⑬ 保存対象樹種の特性 

      樹種                         樹種 

樹 冠 形     

幹 形 曲がり 

       分岐度 

       完満度 

       ねじれ 

       真円性 

枝 下 高     

枝の太さ     

枝   角 

落 枝 性     

結     実 

着     花 

活 力 度     

病 虫 害     

気 象 害     

 

良好  中庸 不良 

大    中    小 

大    中    小 

高    中    低 

有  一部有 無 

高    中    低 

高    中    低 

太    中    細 

大    中    小 

大    中    小 

多    中  小～無 

多    中  小～無 

高    中    低 

有  一部有  無 

(       ） 

 

樹 冠 形     

幹 形 曲がり 

       分岐度 

       完満度 

       ねじれ 

       真円性 

枝 下 高     

枝の太さ     

枝   角 

落 枝 性     

結     実 

着     花 

活 力 度     

病 虫 害     

気 象 害     

 

良好  中庸 不良 

大    中    小 

大    中    小 

高    中    低 

有  一部有 無 

高    中    低 

高    中    低 

太    中    細 

大    中    小 

大    中    小 

多    中  小～無 

多    中  小～無 

高    中    低 

有  一部有  無 

(       ） 

 

⑭ 今後の管理・施業方法 

⑮ 過去の施業経過 

⑯ 関連文献 

⑰ その他 

   ※添付資料：位置図 
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別紙様式３ 

 

郷 土 の 森 保 存 協 定 

 

 ○○○森林管理局長（以下「甲」という。）と○○○市町村長（以下「乙」という。）

とは、郷土の森の設定に関して、下記条項のとおり協定したので、その証として本書２通

を作成し、甲、乙、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成○年○月○日 

 

 甲  住所 

    氏名           森林管理局長        印 

 

 乙  住所 

    氏名                         印 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実にこの協定を履行するものとする。 

 

（目的） 

第２条 この協定は、郷土の森の設定に当たって、当該国有林野の取扱いに関して必要な

事項を定め、その適正な保護管理の実施に資することを目的とする。 

 

（協定の対象とする区域） 

第３条 この協定の対象とする区域は次のとおりとする。 

    場所 ○○○森林管理署 ○○○林小班 （別紙図面のとおり） 

    面積 ○○ヘクタール 

 

（協定事項） 

第４条 乙は、甲と協議の上、郷土の森の保護、管理及び利用に関する計画を作成する。 

  ２ 甲乙双方は、協定の期間中、郷土の森の保護、管理及び利用に関する計画に即し

て当該国有林を取扱うものとする。ただし、甲は、災害、病虫害の発生等により計

画に即した取扱いができないときは、乙と協議の上適切な対策を講ずるものとする。 

  ３ 前項ただし書により措置した場合、乙は甲に対して補償を求めることができない

ものとする。 

 

（協定の効力） 

第５条 本協定の効力は、甲が国有林野施業実施計画の策定又は変更により郷土の森を設

定した時をもって発効する。 
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（協定の解除） 

第６条 甲は、乙がこの協定事項に違反した場合は、この協定を解除することができる。 

 

（協定の期間） 

第７条 平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 

 

（協定外事項） 

第８条 この協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙双方が協議の上定める

ものとする。 





















別 表
森林管理局別気候帯別重点樹種

№１ 針葉樹
イ キ カ モ ウ ア シ ト ト ツ コ エ ア ト ヤ ハ カ ア ク ヒ チ ア キ ハ リ コ ス ヒ サ ネ ア ヒ

樹 種 ャ ラ オ ガ カ ツ メ ョ マ タ ッ ュ ウ ノ
ラ ジ モ ド サ メ ゾ エ ガ リ ラ カ ロ コ ウ ミ ゴ コ ウ ヤ ス キ

チ ボ ロ リ ラ ワ ゾ ウ タ マ セ ゴ ヨ ウ キ マ ノ ワ ズ ア 局
気 ク モ ト マ ラ ツ マ マ ケ モ マ マ マ ツ ン ヨ ウ ダ ュ キ ナ ス 計

森 林 候 ミ ド ツ ト ゴ ウ ゴ ウ ナ 計
管 理 局 帯 イ ヤ ミ マ ベ ツ ガ ガ ツ ヒ ウ ミ ツ ツ ツ ヨ ヨ マ ギ キ ラ コ ロ ロ

ツ ヒ ウ ウ ツ
北海道 1b ○ ○ ○ ○ ○ 5 19

北 旭 川 1b ○ ○ ○ 3
海 北 見 1a ○ ○ ○ ○ 4
道 帯 広 5a ○ ○ ○ ○ 4

函 館 1b ○ ○ ○ 3
東 青 森 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 23

5b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10
北 東 北 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

関 東 1b ○ ○ ○ ○ 4 45
関 1c ○ 1

5b ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
5c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17

東 東 京 3 ○ 1
5c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
5d ○ ○ ○ 3

中 部 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 52
中 5d ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18

名古屋 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
部 5c ○ ○ ○ ○ 4

5d ○ ○ ○ ○ 4
近畿中国 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 30

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10
5c ○ ○ ○ ○ 4

四 国 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 20
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

九 州 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 19
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7
4 ○ 1

計 6 7 10 8 5 6 5 5 3 8 7 5 4 7 1 5 5 14 12 6 3 1 2 3 1 7 16 15 9 10 6 6 208 208



№２ 広葉樹
ド ヤ オ サ イ ア ウ ダ シ ミ ハ ブ イ ミ モ コ カ ク ア シ ア ウ ク ツ ハ オ ケ カ ホ ク タ イ キ イ ト

樹 種 マ ニ ワ ダ ケ ラ ン バ ブ タ
ロ ナ グ グ ヌ カ イ カ カ ン ヌ ズ ゴ カ ラ ラ メ ラ ル ヒ オ ス ブ ス ヤ チ

ラ ル ル カ ン ン ズ リ ナ シ ヌ ガ ジ ヤ ツ ハ カ
気 ノ シ ミ ミ シ シ ン バ バ ノ ブ ナ ナ ガ カ カ シ イ ニ ョ ノ ノ ノ ノ エ ノ

森 林 候 バ ラ デ
管 理 局 帯 キ デ デ メ キ ナ ナ ラ ラ ワ ギ シ シ シ リ レ ウ キ ラ キ キ キ キ ダ キ

北海道 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北 旭 川 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
海 北 見 1a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
道 帯 広 5a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

函 館 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東 青 森 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北 東 北 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

関 東 1b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5b ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東 東 京 3 ○ ○
5c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5d ○

中 部 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○
中 5d ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
部 5c ○ ○ ○ ○ ○ ○

5d ○ ○ ○ ○
近畿中国 1c ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5c ○

四 国 3 ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

九 州 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○

計 8 7 9 8 10 9 9 10 10 7 13 15 6 18 3 15 16 11 5 7 7 7 8 5 10 9 16 16 17 9 10 5 12 10 9



№２ 広葉樹
シ ハ シ ヤ

樹 種
ナ リ チ

オ 局 局
気 ノ ギ ダ 計 合

森 林 候 計 計
管理局 帯 キ リ ジ モ

北海道 1b ○ ○ ○ 21 91 110
北 旭 川 1b ○ ○ ○ 17
海 北 見 1a ○ ○ ○ 18
道 帯 広 5a ○ ○ ○ 18

函 館 1b ○ ○ ○ 17
東 青 森 1b 10 55 78

5b ○ ○ 24
北 東 北 1b ○ ○ 21

関 東 1b 8 74 119
関 1c 11

5b 11
5c ○ ○ ○ ○ 22

東 東 京 3 2
5c ○ ○ ○ 19
5d 1

中 部 1c 6 50 102
中 5d ○ ○ 21

名古屋 1c 13
部 5c 6

5d 4
近畿中国 1c ○ ○ 22 45 75

3 12
4 10
5c 1

四 国 3 4 32 52
4 ○ ○ ○ 28

九 州 2 ○ ○ ○ 28 35 54
3 4
4 3

計 10 13 5 8 382 382 590



別添 林木遺伝資源保存林調査要領

１ 区域の確定

（１）保存林と周囲林分との境界が現地において不明瞭な部分について、ペンキ等で境界

の現地表示を行う。

（２）保存林と周囲林分との境界が基本図上で不明瞭な部分があれば、これについて測量

を行い、保存林の位置図（基本図挿入図）を作成する。

（３）プラニメーター等を用いて、位置図により保存林の面積確定を行う。

２ 林分調査

保存林内の標準的な箇所において、谷から峰に向かって水平距離換算で長さ５０ｍ、

幅１０ｍの標準地を設けて、標準地内の胸高直径６㎝（２㎝括約）以上の立木、林床植

生、保存対象樹種の更新状況等を調査し、これらについて写真を撮影する。標準地の数

は保存林の面積に応じて下表を目安とする。

なお、標準地をとった箇所は保存林位置図に明示するとともに、ペンキ、テープ等で

現地に簡易な表示をする。

保存林の面積 標準地の数

２０ha未満 ２箇所以上

２０ha以上５０ha未満 ３箇所以上

５０ha以上 ４箇所以上

（１）立木調査（野帳様式１）

標準地内の胸高直径６㎝（２㎝括約）以上の立木の樹種、胸高直径、樹高を毎木調

査する。調査の要領は国有林野産物収穫調査規程準則（昭和４２年４月１７日付け

４２林野業第１９３号）に準ずるが、保存対象樹種の胸高直径については、山側二方

差しとする。

（２）林床植生調査（野帳様式２）

標準地内の林床植生を低木（高木となる樹種の稚幼樹を含む。）、草本（ササを含

む。）、その他（地衣類、苔植物等）に大別し、それぞれの優占度を記する。更に、

それぞれについて種名が明らかな場合は、種名と種ごとの優占度を記する。調査の対

象は毎木調査木以外の植生とする。

優占度の区分は次による。

５：被度が７５％以上で個体数は任意

４：被度が５０％～７５％で個体数は任意

３：被度が２５％～５０％で個体数は任意

２：被度が１０％～２５％で個体数は任意、あるいは被度が１０％以下であるが非

常に多数

１：多数だが被度は低い、あるいは少数だが被度はやや高い



＋：少数で被度は非常に低い

ｒ：極めて稀に出現する

（３）保存対象樹種の更新状況調査（野帳様式３）

各標準地において２ｍ四方のプロットを５箇所とり、保存対象樹種の稚幼樹（毎木

調査にかからない胸高直径６㎝未満のもの）の現存量を樹種ごとに調査する。稚幼樹

は苗高により１０㎝未満、１０㎝以上３０㎝未満、３０㎝以上１ｍ未満、１ｍ以上の

４つに区分し、それぞれ記する。

また、保存対象樹種以外の高木となる樹種の更新が旺盛な場合は、その樹種名及び

平均苗高を調査野帳の（ ）内に記する。プロットの位置は、標準地を５等分した

１０ｍ四方の正方形のそれぞれの中心とする。

（４）保存対象樹種の特性（野帳様式４）

標準地内の保存対象樹種について以下の項目を調査し、調査野帳の該当箇所にに丸

印を付す。調査は標準地ごと、保存対象樹種ごとに行う。

調査項目：樹冠形、幹形（曲がり、分岐度、完満度、ねじれ、真円性）、枝下高、

枝の太さ、枝角、落枝性、結実、着花、活力度、病虫害・気象害等の被害

状況

（５）写真撮影

林相、林床植生及び保存対象樹種の更新状況を記録する。

林相については、標準地内を斜面下部から順次上部にかけて連続的に撮影する。撮

影に当たっては、草本等が繁茂し見通しの悪い時期を避けることが望ましく、立木の

配置及び特性が視覚的に理解されるよう努める。

林床植生及び保存対象樹種の更新状況については、それぞれの目的に応じて、別途

撮影する。

（６）保存林の遷移の状態

保存対象樹種の遷移の状態を樹種ごとに次の区分に従って記録する。

Ｐ（先駆相）：裸地又は先行群落の下に稚樹が侵入し土着を開始している時期。将

来優占種になる個体群であっても林冠うっ閉に至っていない。

Ｂ（造成相）：生長旺盛な若齢個体群。優占種ならば林冠うっ閉間近の時期。下層

群落と独立群落との場合がある。

Ｍ（成熟相）：壮老齢成熟個体群で活力度が高い時期。上層の優占種として群落を

支配することが多い。

Ｄ（衰退相）：老齢過熟の個体群、又は壮齢でも諸被害により活力度の低い個体群

で、枯死（寸前）個体を含む時期。一般に林冠は疎開していて、次の

優占樹群が侵入又は次の成熟相群落内に遺存的に点在するなど。

なお、１つの樹種が複数の相を呈する場合はＢ・Ｄ、Ｍ・Ｄなどと記する。

３ 地況調査

保存林の標高、斜面方位、傾斜、基岩、土壌型及び土壌の有効深度を調査する。

４ 今後の管理・施業について

保存対象樹種の安定的かつ恒久的な存続を図るために、どのような施業（伐採及び更

新補助作業等）を行うのが適当かを具体的に記する。また、遺伝資源保存の確実を期す



るため、人工下種、植え込み、あるいは現地外保存等を行う必要がある場合には、その

旨を明記するとともに、結実年が予想できれば、これを付記する。

５ その他

（１）過去の施業

保存林における過去の施業について、林班沿革簿等により調査する。

（２）関連文献

保存林に関する研究報告等があれば記する。

（３）保存対象樹種の家系分析等の調査への協力

独立行政法人森林総合研究所が、アイソザイム又は葉、果実等の形態により、保存

対象樹種の家系分析等調査を行う場合は、森林管理局は資料の採取及び送付に協力す

ることとする。資料の採取を行う樹種、採取の方法及び送付の時期等については、独

立行政法人森林総合研究所と十分連絡を取り合うこと。

なお、分析の結果については、林木遺伝資源保存林台帳に記載しておくこと。



野帳様式１

立 木 調 査 野 帳

森林管理署、支署、森林管理事務所 林小班 標準地№

林 種 標 高

林 齢 斜面方位

保存対象樹種 傾 斜

保存対象樹種の遷移状態 基 岩

標 準 地 面 積 土 壌 型

調 査 年 月 日 平成 年 月 日 有効深度

胸高直径（㎝）

№ 樹 種 樹 高 材 積 備 考

（ｍ） １ ２ 平 均 （ｍ）

注）１ 斜面方位は八方位表示とする。

２ 胸高直径の平均は１と２の平均値を記入する。材積計算の際には、これを２㎝括

約にする。

３ 備考欄には個体の特徴、被害の有無等を記入する。



野帳様式２
注） 記載に当たっては、種名まで明らかにす

林床植生調査野帳 ることが望ましいが、種名が不明のものは
森林管理署、支署、森林管理 不明と、数種を一括して表現する場合はそ

事務所 の他などと表現して差し支えない。また、
林小班 標準地№ シダ類、コケ類等の表現も可とする。

調査年月日 平成 年 月 日
植生区分 優占度 種 名 優占度
低 木

草 本

そ の 他



野帳様式３

更 新 状 況 調 査 野 帳

森林管理署、支署、森林管理事務所
林小班 標準地№ の

保存対象樹種

（ ㎝）
調査年月日 平成 年 月 日

区 分 苗高階 数 量 1 h a 当 た り
（4m当たり、本） （本）

芽生え 10㎝未満
10㎝以上
30㎝未満

稚幼樹 30㎝以上
１m未満
１m以上

計

注）１ 芽生えについては、本数が著しく多い場合は「１ha当たり」に「多」と記する。
２「計」は稚幼樹のみの計である。
３ 集計は、樹種ごとに、調査プロットの全て（標準地が３箇所ならば３箇所×５個／箇所

＝１５個）の平均をとり、これを同野帳に記載する。その際、芽生えの本数について、
「多」と具体的本数が両方ある場合は集計ができないから、別々に「20,000本／ha、部分的

に多」とするか、または、全体的に見て多ならば「多」とする。



野帳様式４

保存対象樹種の特性調査野帳

森林管理署、支署、森林管理事務所
林小班 標準地№

保存対象樹種
調査年月日 平成 年 月 日

樹 冠 形 良好 中庸 不良
幹 形 曲がり（＊１） 大 中 小

分岐度（＊２） 大 中 小
完満度 高 中 低
ねじれ 有 一部有 無
真円性（＊３） 高 中 低

枝 下 高（＊４） 高 中 低
枝の太さ（＊５） 太 中 細
枝 角（＊６） 大 中 小
落 枝 性（＊７） 大 中 小
結 実 多 中 小～無
着 花 多 中 小～無
活力度 高 中 低
病虫害、
気象害等（ ）（＊８） 有 一部有 無

注）１ ＊１ 力枝下部の樹幹の最大矢高（ａ）と力枝が付いている部分の樹幹の直径（ｂ）と
の比により判定する。

ａ／ｂ≧０．３・・・・・・・曲がりが大
０．１＜ａ／ｂ＜０．３・・・ 中
ａ／ｂ≦０．１・・・・・・・ 小

＊２ 主幹が不明瞭となる部分までの高さ（ａ）と樹高（ｂ）との比により判定する。
ａ／ｂ≦１／２・・・・・・・分岐度が大
１／２＜ａ／ｂ＜２／３・・・ 中
ａ／ｂ≧２／３・・・・・・・ 小

＊３ 毎木調査野帳の２方向の胸高直径の差の総和（ａ）と２方向の胸高直径の平均の
総和（ｂ）との比による。

ａ／ｂ≦０．０５・・・・・・真円性が高
０．０５＜ａ／ｂ＜０．１・・ 中
ａ／ｂ≧０．１・・・・・・・ 低

＊４ 枝下高（ａ）と樹高（ｂ）との比により判定する。
ａ／ｂ≧１／３・・・・・・・枝下高が高
１／５＜ａ／ｂ＜１／３・・・ 中
ａ／ｂ≦１／５・・・・・・・ 低

＊５ 力枝基部の直径（ａ）と力枝が付いている部分の樹幹の直径（ｂ）の比により判
定する。

ａ／ｂ≧０．４・・・・・・・枝が太
０．２＜ａ／ｂ＜０．４・・・ 中
ａ／ｂ≦０．２・・・・・・・ 細

＊６ 枝が上方の樹幹となす角度により判定する。
６０度以上・・・・・・・・・枝角が大
４５度を越えて６０度未満・・ 中
４５度以下・・・・・・・・・ 小

＊７ 力枝までの樹幹への枯れ枝の残存量により判定する。
＊８ 被害の原因を（ ）内に記載する。
なお、判定は標準地内の保存対象樹種の全体的傾向による。

２ 集計は、保存対象樹種ごとに、各標準地の調査結果を総合して同様式に集約する。
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